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参考資料  

第３節の２ 土砂等による埋立て等に伴う土壌の汚染対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 県外土砂等(県外において採取された土砂等)を使用する場合は、埋立て等を行う 60 日前までに届出が必要 
  県内土砂等(県外土砂等以外の土砂等)を使用する場合は、埋立て等を行う 30 日前までに届出が必要 
※2 県外土砂等を搬入する場合は、搬入する 60 日前までに届出が必要 
  県内土砂等を搬入する場合は、搬入する３日前までに届出が必要 
※3 県外土砂等を搬入する場合は、搬入する土砂等の土砂基準適合証明書の添付が必要 
※4 令和７年６月１日以降は拘禁刑 
 

  届出不要  土砂基準不適合 

知事による報告徴収等 
・報告徴収 
・立入検査 
・土砂等収去 

特定埋立て等を行う者の手続 

行政処分（命令） 

 

 

 

 

 

 

土砂等による埋立て等に対する規制を行うことにより、土砂等による土壌汚染を防止し、もって生活環境を保全する 

     土砂等による埋立て等（盛土・埋立て・一時堆積） 

埋立て等区域面積：3,000 ㎡以上（＝特定埋立て等） 

 

 

 

埋立て等区域面積：3,000 ㎡未満 

埋立て等計画変更
(廃止)命令 
・浸透水採取措置

が不十分 
・同意が無効 

土砂等搬入計画変
更（廃止）命令 
・土砂基準不適合 

除去等措置命令 
・無（虚偽）届出 
・無（虚偽）報告 
・土砂基準違反 
・水質基準違反 
・計画違反  等 

罰則 

１年以下懲役※４ 
50 万円以下罰金 
・命令違反 
・無（虚偽）届出 

30 万円以下罰金 
・土砂等管理台帳

不（虚偽）作成 
・無（虚偽）報告 

10 万円以下罰金 
・軽微な届出違反 
・関係書類保存違

反 

３万円以下罰金 
・報告徴収又は

立入検査拒否
（虚偽） 

             

埋
立
て
前 

             

埋
立
て
中 

           
 

  

埋
立
て 

完
了
時 

拒
否
・
虚
偽 

・土砂基準（土砂等の汚染状態の基準）を設定→次頁参照 
・土砂基準に適合しない土砂等を使用した埋立て等の禁止及び当該埋立て等を行う者への土地提供の禁止 
・特定埋立て等（3,000㎡以上の土砂等による埋立て等）を行う者に対し、埋立て等の実施の届出を義務付け 

内  容 

土砂等の搬入の届出※2 
・土砂等採取場所証明書 
・土砂基準適合証明書※3 

展開検査等 
土砂等管理台帳作成 
定期報告 
・埋立て等施行状況報告 
・浸透水水質検査結果報告 
関係書類等の縦覧、保存 

【届出対象外】 
 国、地方公共団体が行う場合 
 非常災害時の応急措置の場合 
 軽易な場合 

埋立て等の実施の届出※1 
・区域表土の適合証明書 
・浸透水採取の措置図 
・利害関係人の同意書 
・周辺住民周知等報告書 
・関係市町長説明報告書 等 

完了等の届出 
・埋立て等施行状況報告 
・浸透水水質検査結果報告 
 

各基準不適合 

【規制対象外】 
 他法令で規制のある場合 

各
基
準
不
適
合 

命
令
違
反 

手
続
違
反 

目  的 
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土壌の汚染に係る環境基準（平成３年環境庁告示第 46 号）に準じて下表のとおり設定 
 
 

 
 
 
 

項目 条件※1 
カドミウム 0.003mg/ 以下 
全シアン 検出されないこと 
有機燐（りん） 検出されないこと 
鉛 0.01mg/ 以下 
六価クロム 0.05mg/ 以下 
砒（ひ）素 0.01mg/ 以下※２ 
総水銀 0.0005mg/ 以下 
アルキル水銀 検出されないこと 
ＰＣＢ 検出されないこと 
銅 125mg/ｋｇ未満※３ 
ジクロロメタン 0.02mg/ 以下 
四塩化炭素 0.002mg/ 以下 
クロロエチレン 0.002mg/ 以下 
１，２－ジクロロエタン 0.004mg/ 以下 
１，１－ジクロロエチレン 0.1mg/ 以下 
１，２－ジクロロエチレン 0.04mg/ 以下 
１，１，１－トリクロロエタン １mg/ 以下 
１，１，２－トリクロロエタン 0.006mg/ 以下 
トリクロロエチレン 0.01mg/ 以下 
テトラクロロエチレン 0.01mg/ 以下 
１，３－ジクロロプロペン 0.002mg/ 以下 
チウラム 0.006mg/ 以下 
シマジン 0.003mg/ 以下 
チオベンカルブ 0.02mg/ 以下 
ベンゼン 0.01mg/ 以下 
セレン 0.01mg/ 以下 
ふっ素 0.8mg/ 以下 
ほう素 １mg/ 以下 
１，４－ジオキサン 0.05mg/ 以下 

 
※１ 土砂基準については、検液 1 中の数値とする。測定方法は、土壌の汚染に係る環境基準 

に定める方法等による。 
※２ 農用地（田に限る）においては、さらに、土壌１ｋｇにつき１５ｍｇ未満であること 
※３ 農用地（田に限る）において、土壌１ｋｇにつき 125ｍｇ未満であること 

土砂基準 

・土地提供者の責務（提供時の汚染等のないことの確認・不適正な埋立て等の県への通報等） 
・土地所有者等に対する勧告・公表（汚染防止措置、意見陳述の機会付与） 
・令和７年 10 月１日施行予定 

その他 

〇環境基本法（抜粋）                                                                                      
第 16 条 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それ
ぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものと
する。 
 


